
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文
目
次
（
独
占
禁
止
法
関
係
抜
粋
）

（
新
旧
対
照
条
文
一
覧
）

（
本
則
）

○
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
（
第
一
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
1

（
附
則
）

○
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
13

○
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
14
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○
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

②
～
⑧

（
略
）

②
～
⑧

（
略
）

⑨

公
正
取
引
委
員
会
は
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
届
出
に
係
る
株

⑨

公
正
取
引
委
員
会
は
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
届
出
に
係
る
株

式
の
取
得
に
関
し
必
要
な
措
置
を
命
じ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
前
項
本
文
に
規
定
す

式
の
取
得
に
関
し
必
要
な
措
置
を
命
じ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
前
項
本
文
に
規
定
す

る
三
十
日
の
期
間
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
短
縮
さ
れ
た
期
間
（
公
正
取
引

る
三
十
日
の
期
間
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
短
縮
さ
れ
た
期
間
（
公
正
取
引

委
員
会
が
株
式
取
得
会
社
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
内
に
公
正
取
引
委
員
会
規
則
で

委
員
会
が
株
式
取
得
会
社
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
内
に
公
正
取
引
委
員
会
規
則
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
報
告
、
情
報
又
は
資
料
の
提
出
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
報
告
、
情
報
又
は
資
料
の
提
出
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
報
告
等
」
と
い
う
。
）
を
求
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
届
出
受
理
の
日
か

て
「
報
告
等
」
と
い
う
。
）
を
求
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
届
出
受
理
の
日
か

ら
百
二
十
日
を
経
過
し
た
日
と
全
て
の
報
告
等
を
受
理
し
た
日
か
ら
九
十
日
を
経
過
し

ら
百
二
十
日
を
経
過
し
た
日
と
全
て
の
報
告
等
を
受
理
し
た
日
か
ら
九
十
日
を
経
過
し

た
日
と
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
期
間
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
通
知
期
間
」

た
日
と
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
期
間
）
内
に
、
株
式
取
得
会
社
に
対
し
、
第
五
十

と
い
う
。
）
内
に
、
株
式
取
得
会
社
に
対
し
、
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

当
該
届
出
に
係
る
株
式
の
取
得
に
関
し
、
第
四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
通
知

（
新
設
）

を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
、
同
項

の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
な
か
つ
た
と
き
。

四

当
該
届
出
に
係
る
株
式
の
取
得
に
関
し
、
第
四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
通
知

（
新
設
）

を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
に

係
る
取
下
げ
が
あ
つ
た
と
き
。

五

当
該
届
出
に
係
る
株
式
の
取
得
に
関
し
、
第
四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
通
知

（
新
設
）

を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
に

つ
い
て
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
が
あ
つ
た
と
き
。

六

当
該
届
出
に
係
る
株
式
の
取
得
に
関
し
、
第
四
十
八
条
の
五
第
一
項
（
第
一
号
に

（
新
設
）

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
四
十
八
条
の
三
第
三
項
の
認
定
（
同
条
第
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八
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
含
む
。
）
の
取
消
し
が
あ
つ
た
場
合

七

当
該
届
出
に
係
る
株
式
の
取
得
に
関
し
、
第
四
十
八
条
の
五
第
一
項
（
第
二
号
に

（
新
設
）

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
四
十
八
条
の
三
第
三
項
の
認
定
（
同
条
第

八
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
含
む
。
）
の
取
消
し
が
あ
つ
た
場
合

⑩

（
略
）

⑩

（
略
）

⑪

第
九
項
第
三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
第
十

（
新
設
）

七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
届
出
に
係
る
株
式
の
取
得
に
関
し
必
要
な
措
置

を
命
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
通
知
期
間
に
六
十
日
を
加
算
し
た
期
間
内
に
、
第
九
項

本
文
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑫

第
九
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
第
十

（
新
設
）

七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
届
出
に
係
る
株
式
の
取
得
に
関
し
必
要
な
措
置

を
命
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
通
知
期
間
に
第
四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
通
知
の

日
か
ら
同
号
の
取
下
げ
が
あ
つ
た
日
ま
で
の
期
間
に
相
当
す
る
期
間
を
加
算
し
た
期
間

内
に
、
第
九
項
本
文
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑬

第
九
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
第
十

（
新
設
）

七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
届
出
に
係
る
株
式
の
取
得
に
関
し
必
要
な
措
置

を
命
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
通
知
期
間
に
九
十
日
を
加
算
し
た
期
間
内
に
、
第
九
項

本
文
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑭

第
九
項
第
六
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
第
十

（
新
設
）

七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
届
出
に
係
る
株
式
の
取
得
に
関
し
必
要
な
措
置

を
命
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
四
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
の
日
か

ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
第
九
項
本
文
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）

③

第
十
条
第
八
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る

③

第
十
条
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
合

合
併
の
制
限
及
び
公
正
取
引
委
員
会
が
す
る
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命

併
の
制
限
及
び
公
正
取
引
委
員
会
が
す
る
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令

令
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
第
八
項
及
び
第
十
項
か
ら
第

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
第
八
項
及
び
第
十
項
中
「
株
式
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十
四
項
ま
で
の
規
定
中
「
株
式
の
取
得
」
と
あ
る
の
は
「
合
併
」
と
、
同
条
第
九
項
中

の
取
得
」
と
あ
る
の
は
「
合
併
」
と
、
同
条
第
九
項
中
「
株
式
の
取
得
」
と
あ
る
の
は

「
株
式
の
取
得
」
と
あ
る
の
は
「
合
併
」
と
、
「
が
株
式
取
得
会
社
」
と
あ
る
の
は
「

「
合
併
」
と
、
「
が
株
式
取
得
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
が
合
併
会
社
の
う
ち
少
な
く
と

が
合
併
会
社
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
の
会
社
」
と
、
「
、
株
式
取
得
会
社
」
と
あ
る
の

も
一
の
会
社
」
と
、
「
、
株
式
取
得
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
、
合
併
会
社
」
と
読
み
替

は
「
、
合
併
会
社
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
五
条
の
二

（
略
）

第
十
五
条
の
二

（
略
）

②
・
③

（
略
）

②
・
③

（
略
）

④

第
十
条
第
八
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係

④

第
十
条
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る

る
共
同
新
設
分
割
及
び
吸
収
分
割
の
制
限
並
び
に
公
正
取
引
委
員
会
が
す
る
第
十
七
条

共
同
新
設
分
割
及
び
吸
収
分
割
の
制
限
並
び
に
公
正
取
引
委
員
会
が
す
る
第
十
七
条
の

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条

条
第
八
項
及
び
第
十
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
の
規
定
中
「
株
式
の
取
得
」
と
あ
る
の
は

第
八
項
及
び
第
十
項
中
「
株
式
の
取
得
」
と
あ
る
の
は
「
共
同
新
設
分
割
又
は
吸
収
分

「
共
同
新
設
分
割
又
は
吸
収
分
割
」
と
、
同
条
第
九
項
中
「
株
式
の
取
得
」
と
あ
る
の

割
」
と
、
同
条
第
九
項
中
「
株
式
の
取
得
」
と
あ
る
の
は
「
共
同
新
設
分
割
又
は
吸
収

は
「
共
同
新
設
分
割
又
は
吸
収
分
割
」
と
、
「
が
株
式
取
得
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
が

分
割
」
と
、
「
が
株
式
取
得
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
が
共
同
新
設
分
割
を
し
よ
う
と
し

共
同
新
設
分
割
を
し
よ
う
と
し
、
又
は
吸
収
分
割
を
し
よ
う
と
す
る
会
社
の
う
ち
少
な

、
又
は
吸
収
分
割
を
し
よ
う
と
す
る
会
社
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
の
会
社
」
と
、
「
、

く
と
も
一
の
会
社
」
と
、
「
、
株
式
取
得
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
、
共
同
新
設
分
割
を

株
式
取
得
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
、
共
同
新
設
分
割
を
し
よ
う
と
し
、
又
は
吸
収
分
割

し
よ
う
と
し
、
又
は
吸
収
分
割
を
し
よ
う
と
す
る
会
社
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

を
し
よ
う
と
す
る
会
社
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

。
第
十
五
条
の
三

（
略
）

第
十
五
条
の
三

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）

③

第
十
条
第
八
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る

③

第
十
条
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
共

共
同
株
式
移
転
の
制
限
及
び
公
正
取
引
委
員
会
が
す
る
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

同
株
式
移
転
の
制
限
及
び
公
正
取
引
委
員
会
が
す
る
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

に
よ
る
命
令
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
第
八
項
及
び
第
十

よ
る
命
令
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
第
八
項
及
び
第
十
項

項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
の
規
定
中
「
株
式
の
取
得
」
と
あ
る
の
は
「
共
同
株
式
移
転
」

中
「
株
式
の
取
得
」
と
あ
る
の
は
「
共
同
株
式
移
転
」
と
、
同
条
第
九
項
中
「
株
式
の

と
、
同
条
第
九
項
中
「
株
式
の
取
得
」
と
あ
る
の
は
「
共
同
株
式
移
転
」
と
、
「
が
株

取
得
」
と
あ
る
の
は
「
共
同
株
式
移
転
」
と
、
「
が
株
式
取
得
会
社
」
と
あ
る
の
は
「

式
取
得
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
が
共
同
株
式
移
転
を
し
よ
う
と
す
る
会
社
の
う
ち
少
な

が
共
同
株
式
移
転
を
し
よ
う
と
す
る
会
社
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
の
会
社
」
と
、
「
、

く
と
も
一
の
会
社
」
と
、
「
、
株
式
取
得
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
、
共
同
株
式
移
転
を

株
式
取
得
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
、
共
同
株
式
移
転
を
し
よ
う
と
す
る
会
社
」
と
読
み

し
よ
う
と
す
る
会
社
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

替
え
る
も
の
と
す
る
。
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第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）

③

第
十
条
第
八
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る

③

第
十
条
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
事

事
業
等
の
譲
受
け
の
制
限
及
び
公
正
取
引
委
員
会
が
す
る
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規

業
等
の
譲
受
け
の
制
限
及
び
公
正
取
引
委
員
会
が
す
る
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

定
に
よ
る
命
令
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
第
八
項
及
び
第

に
よ
る
命
令
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
第
八
項
及
び
第
十

十
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
の
規
定
中
「
株
式
の
取
得
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
又
は
事
業

項
中
「
株
式
の
取
得
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
又
は
事
業
上
の
固
定
資
産
の
譲
受
け
」
と

上
の
固
定
資
産
の
譲
受
け
」
と
、
同
条
第
九
項
中
「
株
式
の
取
得
」
と
あ
る
の
は
「
事

、
同
条
第
九
項
中
「
株
式
の
取
得
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
又
は
事
業
上
の
固
定
資
産
の

業
又
は
事
業
上
の
固
定
資
産
の
譲
受
け
」
と
、
「
株
式
取
得
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
事

譲
受
け
」
と
、
「
株
式
取
得
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
又
は
事
業
上
の
固
定
資
産
の

業
又
は
事
業
上
の
固
定
資
産
の
譲
受
け
を
し
よ
う
と
す
る
会
社
」
と
読
み
替
え
る
も
の

譲
受
け
を
し
よ
う
と
す
る
会
社
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

第
四
十
八
条
の
二

公
正
取
引
委
員
会
は
、
第
三
条
、
第
六
条
、
第
八
条
、
第
九
条
第
一

（
新
設
）

項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条

、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
十
五
条
の
三
第
一
項
、
第
十
六
条

第
一
項
、
第
十
七
条
又
は
第
十
九
条
の
規
定
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
る
と
思
料
す
る
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
疑
い
の
理
由
と
な
つ
た
行
為
に
つ
い
て
、
公
正
か
つ
自
由
な
競
争

の
促
進
を
図
る
上
で
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
行
為
を
し
て
い
る
者
に
対

し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
五
十

条
第
一
項
（
第
六
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
後
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

当
該
行
為
の
概
要

二

違
反
す
る
疑
い
の
あ
る
法
令
の
条
項

三

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨

第
四
十
八
条
の
三

前
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
は
、
疑
い
の
理
由
と
な
つ
た

（
新
設
）

行
為
を
排
除
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
自
ら
策
定
し
、
実
施
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
公
正
取
引
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
実
施
し
よ
う
と
す
る
措
置
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（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
四
十
八
条
の
五
ま
で
に
お
い
て
「
排
除
措
置
」
と
い
う
。
）
に

関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
八
条
の
五
に
お
い
て
「
排
除
措
置
計
画
」
と

い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
当
該
通
知
の
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
公
正
取
引
委
員
会

に
提
出
し
て
、
そ
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

排
除
措
置
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

排
除
措
置
の
内
容

二

排
除
措
置
の
実
施
期
限

三

そ
の
他
公
正
取
引
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項

③

公
正
取
引
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
排
除
措
置
計
画
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、

そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一

排
除
措
置
が
疑
い
の
理
由
と
な
つ
た
行
為
を
排
除
す
る
た
め
に
十
分
な
も
の
で
あ

る
こ
と
。

二

排
除
措
置
が
確
実
に
実
施
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

④

前
項
の
認
定
は
、
文
書
に
よ
つ
て
行
い
、
認
定
書
に
は
、
委
員
長
及
び
第
六
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
合
議
に
出
席
し
た
委
員
が
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

⑤

第
三
項
の
認
定
は
、
そ
の
名
宛
人
に
認
定
書
の
謄
本
を
送
達
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

⑥

公
正
取
引
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
排
除
措
置
計
画
が
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き

は
、
決
定
で
こ
れ
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑦

第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
認
定
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
決
定
書

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

⑧

第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
認
定
に
係
る
排
除
措
置
計
画
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
公
正
取
引
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
正
取
引
委
員

会
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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⑨

第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

第
四
十
八
条
の
四

第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
八
条
の
二
第
二
項
及
び
第
二
十
条

（
新
設
）

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
条
の
二
第
一
項
（
同
条
第
二
項

及
び
第
八
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
項
、

第
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
七
条
の
二
、
第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
第
二

十
条
の
二
か
ら
第
二
十
条
の
六
ま
で
の
規
定
は
、
公
正
取
引
委
員
会
が
前
条
第
三
項
の

認
定
（
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
含
む
。
次
条
、
第
六
十
五
条
、
第

六
十
八
条
第
一
項
及
び
第
七
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
認
定
に
係
る
疑
い
の
理
由
と
な
つ
た
行
為
及
び
排
除
措
置
に
係
る
行
為
に
つ

い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
が
あ
つ
た
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
十
八
条
の
五

公
正
取
引
委
員
会
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

（
新
設
）

、
決
定
で
、
第
四
十
八
条
の
三
第
三
項
の
認
定
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
四
十
八
条
の
三
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
排
除
措
置
計
画
に
従
つ
て
排
除
措
置

が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
。

二

第
四
十
八
条
の
三
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
虚
偽
又
は
不
正
の
事
実
に
基
づ

い
て
当
該
認
定
を
受
け
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

②

第
四
十
八
条
の
三
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
認
定
書
」
と

あ
る
の
は
、
「
決
定
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

③

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
四
十
八
条
の
三
第
三
項
の
認
定
の
取
消
し
が
あ
つ
た
場
合

に
お
い
て
、
当
該
取
消
し
が
第
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
（
第
八
条
の
二
第
二
項
及
び
第

二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
規
定
す
る
期
間
の
満
了
す
る
日
の
二
年
前
の
日
以
後
に
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
認
定

に
係
る
疑
い
の
理
由
と
な
つ
た
行
為
に
対
す
る
第
七
条
第
二
項
（
第
八
条
の
二
第
二
項
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及
び
第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
八
条
の
二
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
命
令
は
、
第
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

取
消
し
の
決
定
の
日
か
ら
二
年
間
に
お
い
て
も
、
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④

前
項
の
規
定
は
、
第
七
条
の
二
第
一
項
（
同
条
第
二
項
及
び
第
八
条
の
三
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
二
十
条
の
二
か
ら

第
二
十
条
の
六
ま
で
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
前
項
中
「
第
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
（
第
八
条
の
二
第
二
項
及
び
第
二
十
条
第
二
項

に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
条
の
二
第
二
十
七
項
（
第
八
条
の
三
及
び
第
二
十
条

の
七
に
お
い
て
読
み
替
え
て
」
と
、
「
、
第
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
」
と
あ
る
の
は
「

、
第
七
条
の
二
第
二
十
七
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
八
条
の
六

公
正
取
引
委
員
会
は
、
第
三
条
、
第
六
条
、
第
八
条
又
は
第
十
九
条

（
新
設
）

の
規
定
に
違
反
す
る
疑
い
の
理
由
と
な
つ
た
行
為
が
既
に
な
く
な
つ
て
い
る
場
合
に
お

い
て
も
、
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
の
促
進
を
図
る
上
で
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
条
第
一
項
（
第
六
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
後
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
者

イ

疑
い
の
理
由
と
な
つ
た
行
為
を
し
た
者

ロ

疑
い
の
理
由
と
な
つ
た
行
為
を
し
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
に
お
け
る
合
併
後
存
続
し
、
又
は
合
併
に
よ

り
設
立
さ
れ
た
法
人

ハ

疑
い
の
理
由
と
な
つ
た
行
為
を
し
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

法
人
か
ら
分
割
に
よ
り
当
該
行
為
に
係
る
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
し
た
法

人
ニ

疑
い
の
理
由
と
な
つ
た
行
為
を
し
た
者
か
ら
当
該
行
為
に
係
る
事
業
の
全
部
又

は
一
部
を
譲
り
受
け
た
者
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二

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

疑
い
の
理
由
と
な
つ
た
行
為
の
概
要

ロ

違
反
す
る
疑
い
の
あ
つ
た
法
令
の
条
項

ハ

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨

第
四
十
八
条
の
七

前
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
は
、
疑
い
の
理
由
と
な
つ
た

（
新
設
）

行
為
が
排
除
さ
れ
た
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
自
ら
策
定
し
、
実
施
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
公
正
取
引
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
実
施

し
よ
う
と
す
る
措
置
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
四
十
八
条
の
九
ま
で
に
お
い
て
「
排
除
確

保
措
置
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
八
条
の
九
に
お
い

て
「
排
除
確
保
措
置
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
当
該
通
知
の
日
か
ら
六

十
日
以
内
に
公
正
取
引
委
員
会
に
提
出
し
て
、
そ
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
②

排
除
確
保
措
置
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

排
除
確
保
措
置
の
内
容

二

排
除
確
保
措
置
の
実
施
期
限

三

そ
の
他
公
正
取
引
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項

③

公
正
取
引
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
排
除
確
保
措
置
計
画
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一

排
除
確
保
措
置
が
疑
い
の
理
由
と
な
つ
た
行
為
が
排
除
さ
れ
た
こ
と
を
確
保
す
る

た
め
に
十
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

排
除
確
保
措
置
が
確
実
に
実
施
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

④

第
四
十
八
条
の
三
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

⑤

公
正
取
引
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
排
除
確
保
措
置
計
画
が
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る

と
き
は
、
決
定
で
こ
れ
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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⑥

第
四
十
八
条
の
三
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
認
定
書
」
と

あ
る
の
は
、
「
決
定
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

⑦

第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
認
定
に
係
る
排
除
確
保
措
置
計
画
を
変
更
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
公
正
取
引
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
正
取
引

委
員
会
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑧

第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

第
四
十
八
条
の
八

第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
八
条
の
二
第
二
項
及
び
第
二
十
条

（
新
設
）

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
条
の
二
第
一
項
（
同
条
第
二
項

及
び
第
八
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
項
、

第
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
条
の
二
か
ら
第

二
十
条
の
六
ま
で
の
規
定
は
、
公
正
取
引
委
員
会
が
前
条
第
三
項
の
認
定
（
同
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
含
む
。
次
条
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十
八
条
第
二
項

及
び
第
七
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
定
に

係
る
疑
い
の
理
由
と
な
つ
た
行
為
及
び
排
除
確
保
措
置
に
係
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
適

用
し
な
い
。
た
だ
し
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
が
あ
つ
た
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

第
四
十
八
条
の
九

公
正
取
引
委
員
会
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

（
新
設
）

、
決
定
で
、
第
四
十
八
条
の
七
第
三
項
の
認
定
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
四
十
八
条
の
七
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
排
除
確
保
措
置
計
画
に
従
つ
て
排
除

確
保
措
置
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
。

二

第
四
十
八
条
の
七
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
虚
偽
又
は
不
正
の
事
実
に
基
づ

い
て
当
該
認
定
を
受
け
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

②

第
四
十
八
条
の
三
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
認
定
書
」
と
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あ
る
の
は
、
「
決
定
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

③

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
四
十
八
条
の
七
第
三
項
の
認
定
の
取
消
し
が
あ
つ
た
場
合

に
お
い
て
、
当
該
取
消
し
が
第
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
（
第
八
条
の
二
第
二
項
及
び
第

二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
規
定
す
る
期
間
の
満
了
す
る
日
の
二
年
前
の
日
以
後
に
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
認
定

に
係
る
疑
い
の
理
由
と
な
つ
た
行
為
に
対
す
る
第
七
条
第
二
項
（
第
八
条
の
二
第
二
項

及
び
第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
八
条
の
二
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
命
令
は
、
第
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

取
消
し
の
決
定
の
日
か
ら
二
年
間
に
お
い
て
も
、
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④

前
項
の
規
定
は
、
第
七
条
の
二
第
一
項
（
同
条
第
二
項
及
び
第
八
条
の
三
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
二
十
条
の
二
か
ら

第
二
十
条
の
六
ま
で
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
前
項
中
「
第
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
（
第
八
条
の
二
第
二
項
及
び
第
二
十
条
第
二
項

に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
条
の
二
第
二
十
七
項
（
第
八
条
の
三
及
び
第
二
十
条

の
七
に
お
い
て
読
み
替
え
て
」
と
、
「
、
第
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
」
と
あ
る
の
は
「

、
第
七
条
の
二
第
二
十
七
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
一
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

第
五
十
一
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
（
以
下
「
当
事
者
」
と
い

「
当
事
者
」
と
い
う
。
）
は
、
代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

う
。
）
は
、
代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

（
略
）

②

（
略
）

第
六
十
五
条

排
除
措
置
命
令
、
納
付
命
令
、
競
争
回
復
措
置
命
令
、
第
四
十
八
条
の
三

第
六
十
五
条

排
除
措
置
命
令
、
納
付
命
令
及
び
競
争
回
復
措
置
命
令
並
び
に
こ
の
節
の

第
三
項
の
認
定
及
び
第
四
十
八
条
の
七
第
三
項
の
認
定
並
び
に
こ
の
節
の
規
定
に
よ
る

規
定
に
よ
る
決
定
（
第
七
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
支
払
決
定
を
除
く
。
以
下
同
じ
。

決
定
（
第
七
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
支
払
決
定
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
委
員

）
は
、
委
員
長
及
び
委
員
の
合
議
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

長
及
び
委
員
の
合
議
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
・
③

（
略
）

②
・
③

（
略
）

第
六
十
八
条

公
正
取
引
委
員
会
は
、
第
四
十
八
条
の
三
第
三
項
の
認
定
を
し
た
後
に
お

第
六
十
八
条

（
新
設
）
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い
て
も
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
第
四
十
八
条
の

五
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
必
要
な

処
分
を
し
、
又
は
そ
の
職
員
を
し
て
処
分
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

公
正
取
引
委
員
会
は
、
第
四
十
八
条
の
七
第
三
項
の
認
定
を
し
た
後
に
お
い
て
も
、

（
新
設
）

特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
第
四
十
八
条
の
九
第
一
項

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
必
要
な
処
分
を
し

、
又
は
そ
の
職
員
を
し
て
処
分
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

（
略
）

①

（
略
）

第
七
十
条
の
十
一

公
正
取
引
委
員
会
が
す
る
排
除
措
置
命
令
、
納
付
命
令
、
競
争
回
復

第
七
十
条
の
十
一

公
正
取
引
委
員
会
が
す
る
排
除
措
置
命
令
、
納
付
命
令
、
競
争
回
復

措
置
命
令
及
び
第
七
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
認
可
の
申
請
に
係
る
処
分
並
び
に

措
置
命
令
及
び
第
七
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
認
可
の
申
請
に
係
る
処
分
並
び
に

こ
の
節
の
規
定
に
よ
る
認
定
、
決
定
そ
の
他
の
処
分
（
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に

こ
の
節
の
規
定
に
よ
る
決
定
そ
の
他
の
処
分
（
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て

よ
つ
て
審
査
官
が
す
る
処
分
及
び
こ
の
節
の
規
定
に
よ
つ
て
指
定
職
員
が
す
る
処
分
を

審
査
官
が
す
る
処
分
及
び
こ
の
節
の
規
定
に
よ
つ
て
指
定
職
員
が
す
る
処
分
を
含
む
。

含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
章
及
び

）
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
章
及
び
第
三
章

第
三
章
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
七
十
条
の
十
二

公
正
取
引
委
員
会
の
排
除
措
置
命
令
、
納
付
命
令
及
び
競
争
回
復
措

第
七
十
条
の
十
二

公
正
取
引
委
員
会
の
排
除
措
置
命
令
、
納
付
命
令
及
び
競
争
回
復
措

置
命
令
並
び
に
こ
の
節
の
規
定
に
よ
る
認
定
、
決
定
そ
の
他
の
処
分
（
第
四
十
七
条
第

置
命
令
並
び
に
こ
の
節
の
規
定
に
よ
る
決
定
そ
の
他
の
処
分
（
第
四
十
七
条
第
二
項
の

二
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
官
の
処
分
及
び
こ
の
節
の
規
定
に
よ
る
指
定
職
員
の
処
分
を

規
定
に
よ
る
審
査
官
の
処
分
及
び
こ
の
節
の
規
定
に
よ
る
指
定
職
員
の
処
分
を
含
む
。

含
む
。
）
又
は
そ
の
不
作
為
に
つ
い
て
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

）
又
は
そ
の
不
作
為
に
つ
い
て
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
七
十
六
条

（
略
）

第
七
十
六
条

（
略
）

②

前
項
の
規
定
に
よ
り
事
件
の
処
理
手
続
に
つ
い
て
規
則
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、

②

前
項
の
規
定
に
よ
り
事
件
の
処
理
手
続
に
つ
い
て
規
則
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、

排
除
措
置
命
令
、
納
付
命
令
、
競
争
回
復
措
置
命
令
、
第
四
十
八
条
の
三
第
三
項
の
認

排
除
措
置
命
令
、
納
付
命
令
及
び
競
争
回
復
措
置
命
令
並
び
に
前
節
の
規
定
に
よ
る
決

定
及
び
第
四
十
八
条
の
七
第
三
項
の
認
定
並
び
に
前
節
の
規
定
に
よ
る
決
定
（
以
下
「

定
（
以
下
「
排
除
措
置
命
令
等
」
と
い
う
。
）
の
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者
が
自
己
の
主

排
除
措
置
命
令
等
」
と
い
う
。
）
の
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者
が
自
己
の
主
張
を
陳
述
し

張
を
陳
述
し
、
及
び
立
証
す
る
た
め
の
機
会
が
十
分
に
確
保
さ
れ
る
こ
と
等
当
該
手
続

、
及
び
立
証
す
る
た
め
の
機
会
が
十
分
に
確
保
さ
れ
る
こ
と
等
当
該
手
続
の
適
正
の
確

の
適
正
の
確
保
が
図
ら
れ
る
よ
う
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

保
が
図
ら
れ
る
よ
う
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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○
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
九
十
五
条
の
四

前
条
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
私
的
独
占
禁
止
法
第
四
十
条
か
ら
第
四

第
九
十
五
条
の
四

前
条
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
私
的
独
占
禁
止
法
第
四
十
条
か
ら
第
四

十
二
条
ま
で
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
九
条
か
ら
第
六

十
二
条
ま
で
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
七
条
か
ら
第
六
十
一
条
ま
で
、
第
六
十
五
条
第

十
一
条
ま
で
、
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
十
六
条
、
第
六
十
七
条
、
第

一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
十
六
条
か
ら
第
六
十
八
条
ま
で
、
第
七
十
条
の
三
第
三
項
及

六
十
八
条
第
三
項
、
第
七
十
条
の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
七
十
条
の
六
、
第
七
十

び
第
四
項
、
第
七
十
条
の
六
、
第
七
十
条
の
七
、
第
七
十
条
の
九
か
ら
第
七
十
条
の
十

条
の
七
、
第
七
十
条
の
九
か
ら
第
七
十
条
の
十
二
ま
で
、
第
七
十
五
条
か
ら
第
七
十
七

二
ま
で
、
第
七
十
五
条
か
ら
第
七
十
七
条
ま
で
、
第
八
十
五
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分

条
ま
で
、
第
八
十
五
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
十
六
条
、
第
八
十

に
限
る
。
）
、
第
八
十
六
条
、
第
八
十
七
条
並
び
に
第
八
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る

七
条
並
び
に
第
八
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

。
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○
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
百
八
条

前
条
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
私
的
独
占
禁
止
法
第
四
十
条
か
ら
第
四
十
二
条

第
百
八
条

前
条
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
私
的
独
占
禁
止
法
第
四
十
条
か
ら
第
四
十
二
条

ま
で
（
公
正
取
引
委
員
会
の
権
限
）
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
、

ま
で
（
公
正
取
引
委
員
会
の
権
限
）
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
七
条
か
ら
第
六
十
一
条

第
四
十
九
条
か
ら
第
六
十
一
条
ま
で
、
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
十
六

ま
で
、
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
十
六
条
か
ら
第
六
十
八
条
ま
で
、
第

条
、
第
六
十
七
条
、
第
六
十
八
条
第
三
項
、
第
七
十
条
の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第

七
十
条
の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
七
十
条
の
六
、
第
七
十
条
の
七
、
第
七
十
条
の

七
十
条
の
六
、
第
七
十
条
の
七
、
第
七
十
条
の
九
か
ら
第
七
十
条
の
十
二
ま
で
（
事
実

九
か
ら
第
七
十
条
の
十
二
ま
で
（
事
実
の
報
告
、
事
件
の
調
査
、
排
除
措
置
命
令
そ
の

の
報
告
、
事
件
の
調
査
、
排
除
措
置
命
令
そ
の
他
事
件
処
理
の
手
続
）
、
第
七
十
五
条

他
事
件
処
理
の
手
続
）
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
（
雑
則
）
、
第
七
十
七
条
、
第

、
第
七
十
六
条
（
雑
則
）
、
第
七
十
七
条
、
第
八
十
五
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

八
十
五
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
十
六
条
、
第
八
十
七
条
並
び
に

る
。
）
、
第
八
十
六
条
、
第
八
十
七
条
並
び
に
第
八
十
八
条
（
訴
訟
）
の
規
定
を
準
用

第
八
十
八
条
（
訴
訟
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

す
る
。


